
②中高年世代のひきこもり者への支援について 
 

次に、中高年世代のひきこもり者への支援についてお尋ねいたしま

す。 

 この件につきましては、平成 27 年２月定例会の一般質問で初めて

取り上げて以来、今回で４回目になりますので、まず従来の経緯を概

略御説明します。 

 ひきこもりといいますと、かつては主に若年者特有の問題と捉え

ていたため、ひきこもりの対象は 15 歳から 39 歳までの年齢層とさ

れていました。しかし、ひきこもりの期間が長期化し、その年齢が上

がるにつれて、ひきこもりの 2030 年問題や 8050 問題に象徴される

様々な社会問題が提起されたことで、中高年層のひきこもりに対し

て、広く社会の関心が集まりました。 

 加えて、就職氷河期世代の多くが 40 歳代に達し、中高年者のひき

こもりが増加する要因となっている実態が指摘されたこともあり、

より一層問題意識が高まりました。 

 こうした状況の変化を受けて、政府は、平成 30 年度に初めて 40

歳から64歳の中高年層が対象のひきこもりに関する全国調査を実施



したわけですが、その結果は、総数が推定で 61 万 3,000 人、そのう

ち男性が４分の３、約５割がひきこもり状態になって７年以上が経

過しているというものでした。 

 この 61 万 3,000 人は、熊本県の総人口の３分の１を上回るもので

あり、15 歳から 39 歳の若年層を合わせたひきこもり者の総数 115

万 4,000 人は、熊本県の総人口の３分の２に当たると例えれば、その

存在の巨大さが御理解いただけるかと思います。 

 さて、私は、一昨年９月定例会でこの件を取り上げた際、これまで

対象者の把握すらほとんどなされていない中高年ひきこもり者に対

して、いかにして支援の手を届けていかれるのかとお尋ねいたしま

した。 

 これに対し、健康福祉部長より、県では、ひきこもり地域支援セン

ターを設置し、専任のコーディネーターが、当事者の居場所づくりや

家族交流会、出張相談会の開催など、社会参加に向けた支援に取り組

んでいる、また、中高年の場合、ひきこもり状態が長期化する傾向に

あり、8050 問題に代表されるような深刻な状況に陥る前に、必要な

情報や支援が確実に届くことが重要、さらにひきこもり状態にある

方に必要な情報や支援を届けるには、ひきこもりの実態を把握する



ことが不可欠との答弁をいただきました。 

 しかし、ひきこもりは、明確な原因が分からず、精神疾患の有無や

ひきこもりの期間もケースごとに様々なため、解決が非常に困難な

問題であり、これまで有効な解決策を見いだすには至っていないと

感じています。 

 そこで、本日の質問でありますが、まず、県が実施された調査の内

容と結果をお教えください。 

 次に、その調査の結果を踏まえて、本県における中高年者ひきこも

りの現状をどのように捉えておられるのか、お教えください。 

 そして、最後に、いかにすればひきこもり者やその家族に対して有

効かつ必要とされる支援を届けていくことができるのか、お教えく

ださい。 

 なお、私、先月、熊本県ひきこもり地域支援センターをお訪ねして、

担当の専門職員の方々からお話を伺い、ひきこもりの支援の困難さ

について詳しくお話を伺ってまいりましたが、この問題は、県及び県

下全市町村に広がる課題でありますので、改めてこの場で、支援策の

推進と問題解決の困難さを含めて、現状と今後の取組の進め方につ

いて御説明ください。 



 以上、健康福祉部長にお尋ねいたします。 

  〔健康福祉部長早田章子さん登壇〕 
 
 

～答弁～ 

◎健康福祉部長（早田章子さん） まず、昨年度実施したひきこもり

状態にある方に関する調査についてお答えします。 

 この調査は、15 歳から 64 歳までのひきこもり状態にある方の実

態を把握し、今後の施策の基礎資料とすることを目的に、民生委員

3,682 人へ調査票を配付し、3,089 人から回答をいただきました。 

 調査の結果、県全体で 845 人の方がひきこもり状態にあることを

確認しております。そのうち、男性が７割以上を占め、年代では 40

歳以上のいわゆる中高年世代が全体の６割を超えており、また、ひき

こもり期間が 10 年以上の方が約４割を占めています。 

 本県の状況は、議員御紹介の全国調査とおおむね同様の傾向にあ

り、高齢の親と同居されている、いわゆる 8050 問題に直面されてい

る方も一定数おられることから、親子で社会から孤立しないよう、本

人支援はもとより、家族支援も急ぐ必要があると考えております。 

 回答いただいた民生委員からは、身近な相談支援体制の整備及び



社会参加や就労に向けた支援が必要との意見をいただきました。 

 次に、この調査結果を踏まえ、本人や家族へ必要な支援をお届けす

るためには、市町村を中心とした、より身近な地域で、本人や家族が

確実に支援を受けられる体制を整備することが何より重要であると

考えております。 

 県では、県精神保健福祉センターにひきこもり地域支援センター

を設置し、専任のコーディネーターによる専門的な視点からの相談

対応等を行っておりますが、昨年度からは、同センターに市町村支援

員を配置し、市町村における相談窓口の設置等を進めています。 

 加えて、来所相談だけではなく、自宅への訪問活動を行うアウトリ

ーチ支援員を市町村の自立相談支援機関に配置するとともに、圏域

ごとに、本人のみならず、家族のよき理解者となるひきこもりサポー

ターの養成を開始するなど、市町村における支援体制の強化も図っ

ているところです。 

 最後に、これまでの取組における課題とそれを踏まえた今後の取

組についてお答えします。 

 まず、長くひきこもり状態にある方の家族は、家庭内で悩みを抱え

込み、相談に踏み切れない傾向があることから、より安心して相談で



きる体制を整えることが必要です。 

 また、ひきこもり状態となった経緯や現在の状況が複雑で多岐に

わたることから、個々に応じた丁寧な支援が必要であり、加えて支援

方法にマニュアルがないため、試行錯誤を伴い、社会復帰に要する時

間も長くなる傾向にあります。 

 これらを踏まえて、まず、安心して相談できるよう、アウトリーチ

支援員やひきこもりサポーター活動のさらなる充実を図り、訪問支

援を強化してまいります。 

 また、市町村において、関係機関が連携して、お一人お一人の状況

に合わせた対応を検討する場の設置を進め、加えて今年度から実施

している就労体験や就労訓練のマッチング事業のように、中長期的

な視点に立って、段階的に社会復帰に導く取組につなげてまいりま

す。 

 県としては、従来のひきこもり地域支援センターを中心とした取

組に加え、これらの新たな支援策等の充実を図り、引き続き、ひきこ

もり状態にある御本人や御家族に寄り添いながら、しっかりと支援

してまいります。〔渕上陽一君登壇〕 
 
 



～切り返し～ 

◆（渕上陽一君） 御答弁ありがとうございました。 

 今回初めて行われた調査で得られた結果については、あくまでも

確認ができたひきこもり者の数であり、実際はもっと多いのではな

いかと思います。加えて、昨年来のコロナ禍によって就業機会を失っ

た方が数多くおられることから、さらにひきこもりの方が増えるの

ではないかと心配もしております。 

 先月、県のひきこもり地域支援センターゆるここを伺い、お話を聞

かせていただきましたが、ひきこもり者は、ひきこもりに至った経緯

や現在の状況が複雑多岐で、個々に対応した支援が必要であること

に加えて、支援方法にマニュアルがないため、試行錯誤しながら対応

しているとのことでありました。 

 支援については、まず、より身近な地域で本人や家族が支援を受け

られる体制を整備することが重要であると思いますし、それに加え

て、ひきこもり者やその御家族を見守り、サポートするために、正し

い知識と理解を持ったひきこもりサポーターを養成していかなけれ

ばいけないと考えております。認知症サポーターのようなひきこも

りサポーター制度を創設していただけないかと、検討をお願いした



いと思います。 


